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まん延防止等重点措置期間延長に伴う私立小・中学校の対応について（通知） 

 

 日頃より新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて 

いることに感謝申し上げます。 

 さて、本県においては、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いておりま

す。 

 そのような中で、国は２月１０日に、本県のまん延防止等重点措置の期間を３月６日まで

延長することを決定しました。 

 これに基づき、県教育委員会は市町村教育委員会に対し、今回の延長に伴う市町村立学校

の対応に係る通知を発出しました。 

 つきましては、各私立小・中学校におかれては、別添の市町村教育委員会教育長宛て通知

を参考の上、対応をお願いします。 

 また、寮や寄宿舎においては、別紙を参考に改めて感染対策を徹底するとともに、寮生の

健康管理に御留意いただきますようお願いします。 

 

記 

 

【参考】別添通知 

○市町村教育委員会教育長宛て通知 

 令和４年２月１４日付け教義指第１１６７号 

「まん延防止等重点措置期間延長に伴う市町村立学校の対応について（通知）」 
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